
　

回答

1

設計書に計上されているため変更
対象ではありません。

2

設計書に計上されているため本業
務の対象です。

3

必要性が生じた場合には協議させ
ていただきます。

の質問と回答

質問

：クラインガルテン整備事業敷地造成実施設計業務委託

【特記仕様書 第2章 業務内容（宅地
造成実施設計）について】
・（1）～（4）の実施において設計条
件の整理等については変更対象で
しょうか。

【特記仕様書 第2章 業務内容（宅地
造成実施設計）について】
・工事数量等のとりまとめにおいて
工事費の算出は本業務の対象外で
しょうか。

入札・契約番号

件　名
：第一般18号

【特記仕様書 第2章 業務内容（宅地
造成実施設計）について】
・調整池や地盤・法面等の安定対策
に関する設計が必要となった際は変
更対象でしょうか。


